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法人単位資金収支計算書
第一号第一様式

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

備考差異(A)-(B)決算(B)予算(A)勘定科目

△5,167,420

0

△5,167,420

3,930,570

△3,942,870

△3,942,870

△12,300

△12,300

△6,828,474

5,118,474

0

846,324

4,272,150

0

△1,710,000

△1,710,000

△2,269,516

2,149,376

150,071

250,110

2,470,008

6,169,840

△6,890,653

△120,140

△1,268,338

△4,386

△184,070

△450,398

1,787,052

486,742,972

476,500,997

10,241,975

―

△3,930,570

3,942,870

3,942,870

12,300

12,300

△44,451,362

58,836,362

216,000

2,476,512

25,747,850

30,396,000

14,385,000

14,385,000

58,623,907

565,544,363

653,929

3,251,178

65,498,865

102,750,238

393,390,153

624,168,270

4,646,106

4,386

1,204,070

49,450,398

568,863,310

481,575,552

476,500,997

5,074,555

0

0

0

△51,279,836

63,954,836

216,000

3,322,836

30,020,000

30,396,000

12,675,000

12,675,000

56,354,391

567,693,739

804,000

3,501,288

67,968,873

108,920,078

386,499,500

624,048,130

3,377,768

1,020,000

49,000,000

570,650,362

支
出

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支
出

収
入事

業
活
動
に
よ
る
収
支

当期末支払資金残高(11)+(12)

前期末支払資金残高(12)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予備費支出(10)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

その他の活動支出計(8)

長期貸付金支出

その他の活動収入計(7)

積立資産取崩収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

施設整備等支出計(5)

その他の施設整備等による支出

ファイナンス･リース債務の返済支出

固定資産取得支出

設備資金借入金元金償還支出

施設整備等収入計(4)

施設整備等補助金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事業活動支出計(2)

その他の支出

支払利息支出

事務費支出

事業費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

その他の収入

受取利息配当金収入

経常経費寄附金収入

老人福祉事業収入

介護保険事業収入
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第二号第一様式

(単位:円)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

法人単位事業活動計算書

増減(A)-(B)前年度決算(B)当年度決算(A)勘定科目

△615,057728,108,001727,492,944

△615,057728,108,001727,492,944

20,529,499707,578,502728,108,001

△21,144,55620,529,499△615,057

1,649,440△2,035,000△385,560

12,735,5602,035,00014,770,560

14,385,00014,385,000

△1,649,4402,035,000385,560

14,385,000014,385,000

14,385,00014,385,000

△22,793,99622,564,499△229,497

1,492,272△678,983813,289

△351,4034,289,2903,937,887

△80,563767,272686,709

△270,8403,522,0183,251,178

1,140,8693,610,3074,751,176

1,141,2853,605,5054,746,790

△4164,8024,386

△24,286,26823,243,482△1,042,786

20,874,570599,685,994620,560,564

△26,449△16,578,392△16,604,841

△1,725,55776,403,28274,677,725

2,049,57664,310,01366,359,589

10,256,75492,493,484102,750,238

10,320,246383,057,607393,377,853

△3,411,698622,929,476619,517,778

1,091,070113,0001,204,070

△884,39550,334,79349,450,398

△3,618,373572,481,683568,863,310

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

特
別
増
減
の
部

費
用

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益サー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

その他の積立金積立額(16)

その他の積立金取崩額(15)

基本金取崩額(14)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

前期繰越活動増減差額(12)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

特別費用計(9)

国庫補助金等特別積立金積立額

固定資産売却損･処分損

特別収益計(8)

施設整備等補助金収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

サービス活動外費用計(5)

その他のサービス活動外費用

支払利息

サービス活動外収益計(4)

その他のサービス活動外収益

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動費用計(2)

国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費

事務費

事業費

人件費

サービス活動収益計(1)

経常経費寄附金収益

老人福祉事業収益

介護保険事業収益
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(単位:円)

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

増減前年度末当年度末増減前年度末当年度末

負債の部資産の部

△443,758流動負債 91,018,588 91,462,3469,664,201520,193,075529,857,276流動資産

213,849事業未払金 13,317,419 13,103,570△5,026,745420,075,655415,048,910現金預金

0１年以内返済予定設備資金借入金 30,396,000 30,396,000△3,124,21795,961,84792,837,630事業未収金

134,016１年以内返済予定リース債務 2,317,008 2,182,9921,380,253184,7851,565,038未収金

0１年以内支払予定長期未払金 216,000 216,00015,991,0682,354,92818,345,996未収補助金

△655,763未払費用 27,268,277 27,924,040275,565576,798852,363貯蔵品

268,374職員預り金 1,667,884 1,399,51093,699178,338272,037立替金

△404,234仮受金 0 404,23474,578074,578前払費用

0賞与引当金 15,836,000 15,836,0000860,724860,724１年以内費用計上長期前払費用

△31,530,332固定負債 330,975,640 362,505,972△44,473,1891,053,871,5861,009,398,397固定資産

△30,396,000設備資金借入金 322,832,000 353,228,000△53,136,270926,248,052873,111,782基本財産

△906,032リース債務 6,834,440 7,740,472093,851,38193,851,381土地

△12,300退職給付引当金 625,200 637,50001,475,472,6931,475,472,693建物

△216,000長期未払金 684,000 900,000△53,136,270△643,076,022△696,212,292建物減価償却累計額

△31,974,090負債の部合計 421,994,228 453,968,3188,663,081127,623,534136,286,615その他の固定資産

純資産の部21,340,000119,166,560140,506,560建物

0基本金 115,679,133 115,679,133△3,726,665△77,543,237△81,269,902建物減価償却累計額

0第１号基本金 85,145,775 85,145,775095,517,03295,517,032構築物

0第２号基本金 30,533,358 30,533,358△4,624,471△50,407,671△55,032,142構築物減価償却累計額

△2,219,841国庫補助金等特別積立金 274,089,368 276,309,2093,129,87029,190,16032,320,030車輌運搬具

0その他の積立金 0 0△958,921△26,301,368△27,260,289車輌運搬具減価償却累計額

△615,057次期繰越活動増減差額 727,492,944 728,108,0011,263,650179,376,955180,640,605器具及び備品

△21,144,556(うち当期活動増減差額) △615,057 20,529,499△9,768,090△155,724,384△165,492,474器具及び備品減価償却累計額

△132,7202,208,3842,075,664有形リース資産

1,257,408△1,750,572△493,164有形リース資産減価償却累計額

14,330158,840173,170権利

△22,00078,83456,834ソフトウェア

△2,179,1569,387,1987,208,042無形リース資産

0250,000250,000投資有価証券

3,942,8701,360,0005,302,870長期貸付金

△12,300637,500625,200退職給付引当資産

△2,834,898純資産の部合計 1,117,261,445 1,120,096,343△860,7242,019,3031,158,579長期前払費用

△34,808,988負債及び純資産の部合計 1,539,255,673 1,574,064,661△34,808,9881,574,064,6611,539,255,673資産の部合計



1

(単位:円)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

事業区分合計内部取引消去合計法人本部白英荘 雅白英荘下総プリンスクラ
ブ

勘定科目

486,742,9720486,742,9721,811,51695,118,582245,388,446144,424,428

476,500,997476,500,99712,187,29690,070,205243,514,368130,729,128

10,241,975010,241,975△10,375,7805,048,3771,874,07813,695,300

△3,930,5700△3,930,570△1,062,870△15,000,00012,132,300

3,942,870△15,000,00018,942,8701,062,87015,000,0002,880,000

0△15,000,00015,000,00015,000,000

3,942,8703,942,8701,062,8702,880,000

12,300△15,000,00015,012,30015,012,300

0△15,000,00015,000,00015,000,000

12,30012,30012,300

△44,451,362△44,451,362△8,665,000△25,074,000△3,331,062△7,381,300

58,836,36258,836,36221,340,00025,074,0003,331,0629,091,300

216,000216,000216,000

2,476,5122,476,5122,476,512

25,747,85025,747,85021,340,000198,000638,5503,571,300

30,396,00030,396,00024,876,0005,520,000

14,385,00014,385,00012,675,0001,710,000

14,385,00014,385,00012,675,0001,710,000

58,623,90758,623,907△647,91045,122,377△6,927,16021,076,600

565,544,363565,544,3631,852,067218,342,201288,577,65956,772,436

653,929653,92942,205509,639102,085

3,251,1783,251,1782,954,022297,156

65,498,86565,498,8651,057,99726,182,74832,622,9445,635,176

102,750,238102,750,238134,07042,865,78448,328,01511,422,369

393,390,153393,390,153660,000146,297,442207,117,06139,315,650

624,168,270624,168,2701,204,157263,464,578281,650,49977,849,036

4,646,1064,646,1061,301,4793,217,162127,465

4,3864,386871,1141,8231,362

1,204,0701,204,0701,204,070

49,450,39849,450,398049,450,398

568,863,310568,863,310262,161,985278,431,51428,269,811

支
出

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支
出

収
入事

業
活
動
に
よ
る
収
支

当期末支払資金残高(10)+(11)

前期末支払資金残高(11)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

その他の活動支出計(8)

拠点区分間借入金返済支出

長期貸付金支出

その他の活動収入計(7)

拠点区分間長期貸付金回収収入

積立資産取崩収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

施設整備等支出計(5)

その他の施設整備等による支出

ファイナンス･リース債務の返済支出

固定資産取得支出

設備資金借入金元金償還支出

施設整備等収入計(4)

施設整備等補助金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事業活動支出計(2)

その他の支出

支払利息支出

事務費支出

事業費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

その他の収入

受取利息配当金収入

経常経費寄附金収入

老人福祉事業収入

介護保険事業収入



1

(単位:円)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

事業区分合計内部取引消去合計法人本部白英荘 雅白英荘下総プリンスクラ
ブ

勘定科目

727,492,944727,492,94436,589,55580,046,281421,162,172189,694,936

727,492,944727,492,94436,589,55580,046,281421,162,172189,694,936

728,108,001728,108,00138,424,43465,311,490444,625,704179,746,373

△615,057△615,057△1,834,87914,734,791△23,463,5329,948,563

△385,560△385,5600△385,5600

14,770,56014,770,56012,675,000385,5601,710,000

14,385,00014,385,00012,675,0001,710,000

385,560385,560385,560

14,385,00014,385,00012,675,00001,710,000

14,385,00014,385,00012,675,0001,710,000

△229,497△229,497△1,834,87914,734,791△23,077,9729,948,563

813,289813,28987△1,693,6342,777,250△270,414

3,937,8873,937,8872,996,227542,419399,241

686,709686,70942,205542,419102,085

3,251,1783,251,1782,954,022297,156

4,751,1764,751,176871,302,5933,319,669128,827

4,746,7904,746,7901,301,4793,317,846127,465

4,3864,386871,1141,8231,362

△1,042,786△1,042,786△1,834,96616,428,425△25,855,22210,218,977

620,560,564620,560,5643,039,036245,733,560304,286,73667,501,232

△16,604,841△16,604,841△70,768△5,542,909△7,545,247△3,445,917

74,677,72574,677,7251,211,17735,644,45123,516,63114,305,466

66,359,58966,359,5891,104,55726,468,79232,882,5765,903,664

102,750,238102,750,238134,07042,865,78448,328,01511,422,369

393,377,853393,377,853660,000146,297,442207,104,76139,315,650

619,517,778619,517,7781,204,070262,161,985278,431,51477,720,209

1,204,0701,204,0701,204,070

49,450,39849,450,398049,450,398

568,863,310568,863,310262,161,985278,431,51428,269,811

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

特
別
増
減
の
部

費
用

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

収
益サー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

その他の積立金積立額(16)

その他の積立金取崩額(15)

基本金取崩額(14)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

前期繰越活動増減差額(12)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

特別費用計(9)

国庫補助金等特別積立金積立額

固定資産売却損･処分損

特別収益計(8)

施設整備等補助金収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

サービス活動外費用計(5)

その他のサービス活動外費用

支払利息

サービス活動外収益計(4)

その他のサービス活動外収益

受取利息配当金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動費用計(2)

国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費

事務費

事業費

人件費

サービス活動収益計(1)

経常経費寄附金収益

老人福祉事業収益

介護保険事業収益



1

(単位:円)

令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

事業区分合計内部取引消去合計法人本部白英荘 雅白英荘下総プリンスクラ
ブ

勘定科目

115,679,133115,679,133115,679,133

421,994,228△198,849,611620,843,83921,248,062459,670,02245,940,80993,984,946

684,000684,000684,000

625,200625,200625,2000

0△146,000,000146,000,000146,000,0000

6,834,4406,834,4406,834,4400

322,832,000322,832,000257,052,00065,780,000

330,975,640△146,000,000476,975,640403,052,0008,143,64065,780,000

15,836,00015,836,0005,740,0008,556,0001,540,000

0△37,849,61137,849,61121,164,0621,838,064014,847,485

1,667,8841,667,88401,508,598159,286

27,268,27727,268,27784,0008,930,29215,472,4542,781,531

216,000216,000216,000

0△15,000,00015,000,00015,000,0000

2,317,0082,317,0082,317,0080

30,396,00030,396,00024,876,0005,520,000

13,317,41913,317,4190233,6669,727,1093,356,644

91,018,588△52,849,611143,868,19921,248,06256,618,02237,797,16928,204,946

1,539,255,673△198,849,6111,738,105,28470,441,849692,762,917651,881,218323,019,300

1,158,5791,158,57934,920143,022488,409492,228

625,200625,200625,2000

0△146,000,000146,000,000146,000,000

5,302,8705,302,8702,422,8702,880,000

250,000250,000250,000

7,208,0427,208,0427,208,0420

56,83456,83456,834

173,170173,1709,200121,33042,640

△493,164△493,164△493,164

2,075,6642,075,6642,075,664

△165,492,474△165,492,474△108,762△68,837,066△74,215,092△22,331,554

180,640,605180,640,605190,62070,848,78183,733,64025,867,564

△27,260,289△27,260,289△1,914,578△22,601,731△2,743,980

32,320,03032,320,0301,914,58024,531,5985,873,852

△55,032,142△55,032,142△3,661,155△15,371,623△23,936,543△12,062,821

95,517,03295,517,0325,906,00033,377,08037,640,76018,593,192

△81,269,902△81,269,902△3,227,000△7,184,430△65,277,129△5,581,343

140,506,560140,506,56040,301,30217,820,00069,653,03012,732,228

136,286,615△146,000,000282,286,61542,108,79530,861,800188,434,01420,882,006

△696,212,292△696,212,292△259,691,395△338,054,182△98,466,715

1,475,472,6931,475,472,693802,949,479458,772,067213,751,147

93,851,38193,851,3815,226,91612,236,38555,373,08021,015,000

873,111,782873,111,7825,226,916555,494,469176,090,965136,299,432

1,009,398,397△146,000,0001,155,398,39747,335,711586,356,269364,524,979157,181,438

0△37,849,61137,849,611359,478037,490,1330

0△15,000,00015,000,00015,000,000

860,724860,72446,560286,044259,632268,488

74,57874,578074,5780

272,037272,03775,9990182,33213,706

852,363852,3630852,363

18,345,99618,345,99612,675,00001,856,0003,814,996

1,565,0381,565,038708,711856,3270

92,837,63092,837,63041,020,95745,989,4225,827,251

415,048,910415,048,9109,949,10164,390,936184,795,452155,913,421

529,857,276△52,849,611582,706,88723,106,138106,406,648287,356,239165,837,862

基本金

負債の部合計

長期未払金

退職給付引当金

拠点区分間長期借入金

リース債務

設備資金借入金

固定負債

賞与引当金

拠点区分間借入金

職員預り金

未払費用

１年以内支払予定長期未払金

１年以内返済予定拠点区分間借入金

１年以内返済予定リース債務

１年以内返済予定設備資金借入金

事業未払金

流動負債

資産の部合計

長期前払費用

退職給付引当資産

拠点区分間長期貸付金

長期貸付金

投資有価証券

無形リース資産

ソフトウェア

権利

有形リース資産減価償却累計額

有形リース資産

器具及び備品減価償却累計額

器具及び備品

車輌運搬具減価償却累計額

車輌運搬具

構築物減価償却累計額

構築物

建物減価償却累計額

建物

その他の固定資産

建物減価償却累計額

建物

土地

基本財産

固定資産

拠点区分間貸付金

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

１年以内費用計上長期前払費用

前払費用

立替金

貯蔵品

未収補助金

未収金

事業未収金

現金預金

流動資産
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(単位:円)

令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

事業区分合計内部取引消去合計法人本部白英荘 雅白英荘下総プリンスクラ
ブ

勘定科目

1,539,255,673△198,849,6111,738,105,28470,441,849692,762,917651,881,218323,019,300

1,117,261,4451,117,261,44549,193,787233,092,895605,940,409229,034,354

△615,057△615,057△1,834,87914,734,791△23,463,5329,948,563

727,492,944727,492,94436,589,55580,046,281421,162,172189,694,936

00000

274,089,368274,089,36812,604,232153,046,61469,099,10439,339,418

30,533,35830,533,35830,533,358

85,145,77585,145,77585,145,775

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

第２号基本金

第１号基本金



別紙１

 1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

 2. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
　 ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
　 ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2)固定資産の減価償却の方法
   ・建物並び器具及び備品－定額法
   ・リース資産
　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
　 ・退職給付引当金
　  －特別養護老人ホームについては退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
　 ・賞与引当金
　　－給与規定に基づき、支給対象月基準により計上している。

 3. 重要な会計方針の変更
該当なし

 4. 法人で採用する退職給付制度
（１）独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度

 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)
（２）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
（３）各拠点区分におけるサービス区分の内容
　　ア　下総プリンスクラブ拠点（社会福祉事業）
　　　　「軽費老人ホーム」
　　　　「ケアハウス」
　　イ　白英荘拠点（社会福祉事業）
　　　　「特別養護老人ホーム」（従来型）
　　　　「短期入所生活介護」（従来型）
　　　　「通所介護」
　　　　「訪問介護」（休業中）
　　　　「居宅介護支援」
　　　　「在宅介護支援センター」
　　　　「法人本部」
　　ウ　白英荘雅拠点（社会福祉事業）
　　　　「特別養護老人ホーム」（ユニット）
　　　　「短期入所生活介護」（ユニット）
　　エ　法人本部拠点（社会福祉事業）
　　　　「本部運営」
　　　　「地域貢献活動」

 6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。                                 
　　　　　　土地（基本財産）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84,960,652円
　　　　　　建物（基本財産）　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,024,134,843円 
　　　　　　建物減価償却累計額（基本財産）　　　　　　　　　 　△400,804,620円
　　　　　　――――――――――――――――――――――――――――――――― 
　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   708,290,875円 

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。                   
　　　　　　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）　　　　　 353,228,000円 
　　　　　　――――――――――――――――――――――――――――――――― 
　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 353,228,000円

1,475,472,693

873,111,782

1,475,472,693

926,248,052

0
0

△ 53,136,270

0
0

0

計算書類に対する注記(法人全体用)

基本財産の種類
土地
建物

合計

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
93,851,381

建物減価償却累計額 △ 643,076,022 △ 53,136,270 0 △ 696,212,292

93,851,381



 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
間接法で表示しているため記載不要

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

5,302,870
118,051,534

5,302,870
118,051,534

0
0
0
0
0

18,345,996 18,345,996

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
92,837,630
1,565,038

92,837,630
1,565,038

合計

事業未収金
未収金
未収補助金
長期貸付金
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社会福祉法人下総プリンスクラブ 
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社会福祉法人 下総プリンスクラブ 定款 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者

の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊

厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを

目的として、次の社会福祉事業を行う。 

（１） 第一種社会福祉事業 

（イ）軽費老人ホーム（ケアハウス）の経営 

（ロ）特別養護老人ホームの経営 

（２） 第二種社会福祉事業 

（イ）老人デイサービス事業の経営 

（ロ）老人短期入所事業の経営 

（ハ）老人介護支援センター事業の経営 

（ニ）老人居宅介護等事業の経営 

 

（名称） 

第２条 この法人は、社会福祉法人下総プリンスクラブという。 

 

（経営の原則等） 

第３条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的

かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サ

ービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努める

ものとする。 

２ この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者及び子育て世帯また

は経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に

提供するものとする。 

 

（事務所の所在地） 

第４条 この法人の事務所を茨城県古河市小堤１，７９６番地の２に置く。 

 

第２章 評議員 
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（評議員の定数） 

第５条 この法人に評議員７名を置く。 

 

（評議員の選任及び解任） 

第６条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選

任・解任委員会において行う。 

２ 評議員選任・解任委員会委員（以下「委員」という。）は、監事２名、事務局員２名、

外部委員１名の合計５名とする。 

３ 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営

についての細則は、理事会において定める。 

４ 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不

適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 

５ 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

ただし、外部委員の１名が出席し、かつ、外部委員の１名が賛成することを要する。 

 

（評議員の資格） 

第７条 社会福祉法第４０条第４項及び第５項を遵守するとともに、この法人の評議員の

うちには、評議員のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係がある者（租税特別措置

法施行令第２５条の１７第６項第１号に規定するものをいう。以下同じ。）の合計数が、

評議員総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

 

（評議員の任期） 

第８条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する

定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評

議員の任期の満了する時までとすることができる。 

３ 評議員は、第５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退

任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

 

（評議員の報酬等） 

第９条 評議員に対して、各年度の総額が６０万円を超えない範囲で、評議員会において

別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。 

 

第３章 評議員会 

 

（構成） 
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第１０条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 

 

（権限） 

第１１条 評議員会は、次の事項について決議する。 

（１） 理事及び監事の選任又は解任 

（２） 理事及び監事の報酬等の額 

（３） 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 

（４） 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認 

（５） 定款の変更 

（６） 残余財産の処分 

（７） 基本財産の処分 

（８） 社会福祉充実計画の承認 

（９） 事業計画及び収支予算 

（１０）臨機の措置（予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄） 

（１１）公益事業に関する重要な事項 

（１２）解散 

（１３）その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

（開催） 

第１２条 評議員会は、定時評議員会として毎年度６月に１回開催するほか、必要がある

場合に開催する。 

 

（招集） 

第１３条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事

長が招集する。 

２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議

員会の招集を請求することができる。 

 

（決議） 

第１４条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員

の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 評議員会に議長を置く。 

３ 議長は、その都度評議員の互選で定める。 

４ 評議員会の決議が、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 前項の場合において、議長は、評議員として決議に加わることができない。 

６ 第 1 項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議
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員を除き評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

（１） 監事の解任 

（２） 定款の変更 

（３） その他法令で定められた事項 

７ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を

行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第１６条に定める定数を上回る

場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの

者を選任することとする。 

８ 第１項及び第６項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わること

ができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、

評議員会の決議があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第１５条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人２名は、前項の議

事録に署名し、又は記名押印する。 

 

第４章 役員及び職員 

 

（役員の定数） 

第１６条 この法人には、次の役員を置く。 

（１） 理事 ６名 

（２） 監事 ２名 

２ 理事のうち１名を理事長とする。 

 

（役員の選任） 

第１７条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

２ 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 

（役員の資格） 

第１８条 社会福祉法第４４条第６項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、

理事のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数（現在

数）の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

２ 社会福祉法第４４条第７項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理

事（その親族その他特殊の関係がある者を含む。）及び評議員（その親族その他特殊の関

係がある者を含む。）並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、
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相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。 

 

（理事の職務及び権限） 

第１９条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執

行する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を

執行する。 

３ 理事長は、毎会計年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を

理事会に報告しなければならない。 

 

（監事の職務及び権限） 

第２０条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を

作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財

産の状況の調査をすることができる。 

 

（役員の任期） 

第２１条 理事又は監事の任期は、選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のもの

に関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 理事又は監事は、第１６条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任

により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権

利義務を有する。 

 

（役員の解任） 

第２２条 理事又は監事は、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解

任することができる。 

（１） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

 

（役員の報酬等） 

第２３条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員

会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給するこ

とができる。 

 

（職員） 

第２４条 この法人に、職員を置く。 
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２ この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理

事会において、選任及び解任する。 

３ 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。 

 

第５章 理事会 

 

（構成） 

第２５条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第２６条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものに

ついては理事長が専決し、これを理事会に報告する。 

（１） この法人の業務執行の決定 

（２） 理事の職務の執行の監督 

（３） 理事長の選定及び解職 

 

（招集） 

第２７条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 

（決議） 

第２８条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半

数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに

限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案に

ついて異議を述べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第２９条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。 

 

第６章 資産及び会計 

 

（資産の区分） 

第３０条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の３

種とする。 
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２ 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 

（１） 茨城県古河市大字小堤字田向１７９６番地２ 

      宅  地         ６３８．００㎡ 

（２） 茨城県古河市大字小堤字田向１７９６番地３ 

      宅  地         ６４１．００㎡ 

（３） 茨城県古河市小堤字田向１８１２番地１ 

     老人福祉施設  床面積   ９７１．００㎡ 

      構造 木造スレートぶき２階建 

（４） 茨城県古河市大字小堤字田向１７９６番地２ 

                 １７９６番地３ 

                 １７９６番地６ 

           作業所      床面積  １３７．７３㎡ 

      構造 鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺平家建 

（５）茨城県古河市大字小堤字田向１７９６番地４ 

       宅  地          ６１１．５７㎡ 

（６） 茨城県古河市大字小堤字田向１７９６番地５ 

       宅  地          ５８８．４２㎡ 

（７） 茨城県古河市大字小堤字田向１７９６番地６ 

       山  林        ３，１３１．００㎡ 

（８） 茨城県古河市大字小堤字田向１７９７番地７ 

                  １７９６番地４ 

                 １７９６番地５ 

                 １７９６番地６ 

      特別養護老人ホーム床面積１，６９５．４５㎡ 

      構造 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 

（９）  茨城県古河市大字小堤字田向１７９７番地７ 

                 １７９６番地４ 

                 １７９６番地５ 

                 １７９６番地６ 

      ポンプ室   床面積   １８．００㎡ 

      構造 鉄筋コンクリートブロック造スレート葺平屋建 

（１０）茨城県古河市大字小堤字田向１７９７番地７ 

                 １７９６番地４ 

                 １７９６番地５ 

                 １７９６番地６ 

      食堂、訓練室床面積     ２５９．９４㎡ 
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      構造 鉄筋コンクリート造陸屋根１階建 

（１１）茨城県古河市大字小堤字田向１７９７番地７ 

      宅地            ９９４．８１㎡ 

（１２）茨城県古河市大字小堤字田向１７９７番地１８ 

      雑種地            ９９．００㎡ 

（１３）茨城県古河市小堤字田向１８１２番地１ 

      宅地          ２，９０８．９０㎡ 

（１４）茨城県古河市小堤字田向１８０５番地４ 

      宅地             ９４．３１㎡ 

（１５）茨城県古河市大字関戸字大日１２８７番地１ 

      宅地            ９８６．２６㎡ 

（１６）茨城県古河市大字関戸字大日１２８７番地９ 

      宅地            ９９９．７３㎡ 

（１７）茨城県古河市関戸字大日１２８７番地１０ 

      宅地          １，００４．８２㎡ 

（１８）茨城県古河市関戸字大日１２８７番地９ 

１２８７番地１ 

     茨城県古河市小堤字田向１７９６番地６ 

       特別養護老人ホーム床面積３，０４４．８５㎡ 

       構造 鉄筋コンクリート造陸屋根・ルーフィングぶき２階建 

 （１９）茨城県古河市関戸字大日１２８７番地１０ 

       デイサービスセンター床面積 ４９４．３６㎡ 

       構造 木造ストレートぶき２階建 

 （２０）茨城県古河市東牛谷字原山１１６１番１１ 

       宅地            １６８．００㎡ 

     茨城県古河市東牛谷字原山１１６６番１ 

       宅地             ４６．００㎡ 

 （２１）茨城県古河市東牛谷字原山１１６６番地１１ 

       寄宿舎 床面積１４４．６３㎡ 

       構造 木造ストレートぶき２階建 

 （２２）茨城県古河市小堤字田向１７９７番８ 

       畑             ９３８．００㎡ 

３ その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。 

４ 公益事業用財産は、第３８条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。 

５ 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第２項に掲げるため、必要な手続

をとらなければならない。 
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（基本財産の処分） 

第３１条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数（現在数）の

３分の２以上の同意及び評議員会の承認を受けて、古河市長の承認を得なければならない。

ただし、次の各号に掲げる場合には、古河市長の承認は必要としない。 

（１） 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 

（２）独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行

う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備

のための資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対し

て基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。） 

 

（資産の管理） 

第３２条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。 

２ 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実

な有価証券に換えて、保管する。 

３ 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議

決を経て、株式に換えて保管することができる。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第３３条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日

までに、理事長が作成し、理事総数（現在数）の３分の２以上の同意及び評議員会の承認

を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、

一般の閲覧に供するものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第３４条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書

類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

（１） 事業報告 

（２） 事業報告の附属明細書 

（３） 貸借対照表 

（４） 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書） 

（５） 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書 

（６） 財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類について

は、定時評議員会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類に
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ついては、承認を受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供す

るとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

（１） 監査報告 

（２） 理事及び監事並びに評議員の名簿 

（３） 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

（４） 事業の概要等を記載した書類 

 

（会計年度） 

第３５条 この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わ

る。 

 

（会計処理の基準） 

第３６条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理

事会において定める経理規程により処理する。 

 

（臨機の措置） 

第３７条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をし

ようとするときは、理事総数（現在数）の３分の２以上の同意及び評議員会の承認を受け

なければならない。 

 

第７章 公益を目的とする事業 

 

（種別） 

第３８条 この法人は、社会福祉法第２６条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持

しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的

として、次の事業を行う。 

（１）居宅介護支援事業 

（２）一般乗用旅客自動車運送事業（患者等輸送事業） 

（３）特定施設入居者生活介護事業 

（４）介護予防特定施設入居者生活介護事業 

２ 公益事業に関する重要な事項については、理事総数（現在数）の３分の２以上の同意

及び評議員会の承認を受けなければならない。 

 

（保有する株式に係る議決権の行使） 

第３９条 この法人が保有する株式（出資）について、その株式 
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（出資）に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数（現在数）

の３分の２以上の承認を要する。 

 

第８章 解散 

 

（解散） 

第４０条 この法人は、社会福祉法第４６条第１項第１号及び第３号から第６号までの解

散事由により解散する。 

 

（残余財産の帰属） 

第４１条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員

会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のう

ちから選出されたものに帰属する。 

 

第９章 定款の変更 

 

（定款の変更） 

第４２条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、古河市長の認可

（社会福祉法第４５条の３６第２項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除

く。）を受けなければならない。 

２ 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を

古河市長に届け出なければならない。 

 

第１０章 公告の方法その他 

 

（公告の方法） 

第４３条 この法人の公告は、社会福祉法人下総プリンスクラブの掲示場に掲示するとと

もに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。 

 

（施行細則） 

第４４条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 

 

附 則 

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、

この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。 

理事長 宇田 昭一 
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理 事 野口 正喜 

 〃   園部  順 

 〃   館野 伝一 

 〃   館野 欣二 

 〃   田中 留蔵 

監 事  関口 年栄 

   〃  野口 久次 

１ この定款は、昭和５２年４月１日から施行する。 

２ この定款は、昭和６１年４月１日に一部改正施行する。 

    （第１６条 第２項 （４） （５） 追加） 

３ この定款は、昭和６２年４月１日に一部改正施行する。 

    （第１６条 第２項 （６） （７） （８） 追加） 

４ この定款は、昭和６３年４月１日に一部改正施行する。 

    （第１条 第２項 追加） 

（第6条 第２項 追加） 

（第 17条 第 26条 第 27条 訂正） 

５ この定款は、昭和 63年 10月 7日に一部改正施行する。 

    （第 16条 第 2項 （１）～（８） 訂正、（９）～（１１） 追加） 

    （第 21条 訂正） 

６ この定款は、平成元年 9月 5日に一部改正施行する。 

（第 16条 第 2項 （１２） 追加） 

７ この定款は、平成元年 2月 28日一部改正施行する。 

    （第 1条 改正） 

８ この定款は、平成元年 9月 5日に一部改正施行する。 

    （第 16条 第 2項 （３）改正、 （１３） 追加） 

９ この定款は、平成 6年 10月 6日に一部改正施行する。 

    （第 4条 第 4項 訂正） （第 5条 第 7条 第 8条 追加） 

    （第 7条 訂正） （第 9条 追加） （第 12条 第 8項 第 9項 追加） 

    （第 13条 第 1項 第 9項 訂正 第 10項 追加） 

    （第 15条 第 2項 訂正） （第 17条 第 2項（１３） 抹消） 

    （第 22条 第 1項 訂正） 

１０ この定款は、平成 12年 2月 7日に一部改正施行する。 

    （第 1条 第 1項 追加） （第 9条 第 2項 追加 第 3項 訂正） 

    （第 12条 第 10項 追加） （第 17条 第 3項 訂正 第 4項 追加） 

    （第 22条 第 2項 追加） （第 23条の２ 追加） （第 5章 追加） 

１１ この定款は、平成 13年 11月 19日に一部改正施行する。 



13 

 

    （第 1条 訂正） （第 3条 追加） （第 6条 第 10条 変更 訂正） 

    （第 5条 訂正 第 5項を第 8条に変更及び訂正 第 2項 第 3項 追加） 

    （第 13条 第 10項 訂正） （第 14条 （７）～（１０） 抹消） 

    （第 23条 第 2項 訂正） （他各条数及び各語句訂正あり） 

１２ この定款は、平成 15年 12月 1日に一部改正施行する。 

    （第 18条 第 2項 （１３） 追加） 

１３ この定款は、平成 1８年４月 1日に一部改正施行する。 

    （第 27条（2） 追加） 

１４ この定款は、平成１８年１１月２２日に一部改正施行する。 

    （第 18条（14）追加） 

１５ この定款は、平成１９年１月３１日に一部改正施行する。 

    （第 18条（15）追加） 

１６ この定款は、平成２４年２月１０ 日に一部改正施行する。 

    （第 18条（１６）（１７）追加） 

１７ この定款は、平成２５年４月１日に一部改正施行する。 

（第７条 改正）（第１１条 改正）（第１４条 改正）（第１９条 改正、追加）

（第２０条 追加）（第２８条 改正）（第３１条 改正）（第３２条 改正） 

（第３３条 改正） 

１８ この定款は、平成２５年６月２４日に一部改正施行する。 

    （第１８条（１８）追加） 

１９ この定款は、平成２５年１０月１７日に一部改正施行する。 

    （第１８条（５）削除） 

２０ この定款は、平成２７年１月３１日に一部改正施行する。 

    （第７条４追加） 

    （第１８条（１５）（１６）（１７）改正、（１８）（１９）追加） 

２１ この定款は、平成２８年９月２９日に一部改正施行する。 

    （第１条（１）（イ）（ロ）（２）（イ）（ロ）（ハ）（ニ）第１８条（３）（１３） 

（１４）変更、第２７条（３）（４）追加）  

２２ この定款は、平成２９年４月１日に改正施行する。 

２３ この定款は、平成３１年３月２１日に一部改正施行する。 

    （第３０条 ２（２０）追加）  

２４ この定款は、令和２年３月３１日に一部改正施行する。 

    （第３０条 ２（２０）変更、（２１）追加）  

２５ この定款は、令和３年１２月２１日に一部改正施行する。 

    （第３０条 ２（２２）追加） 

 


